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●「年」及び「年度」については「令和」を表記していません。

意見交換会の様子意見交換会の様子

討
論

市
長
提
出
議
案
に
対
す
る

反　

対
＝
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
議
員
の
期
末
手
当
引
上
げ
の
条
例

改
正
を
反
映
さ
せ
た
本
補
正
予
算
に

賛
成
で
き
な
い
。
子
ど
も
の
医
療
費

助
成
事
業
費
は
２
億
円
増
額
。
増
減

激
し
く
負
担
感
大
き
い
。
現
金
給
付

よ
り
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
や
人
材

に
経
費
割
く
べ
き
。
子
ど
も
の
権
利

保
障
の
視
点
に
立
ち
、
無
料
で
診
て

も
ら
え
る
と
子
ど
も
に
向
け
発
信
を
。

賛　

成
＝
チ
ャ
レ
ン
ジ
調
布

　
保
育
所
施
設
や
幼
稚
園
等
へ
の
物

価
高
騰
対
策
を
評
価
。
義
務
教
育
就

学
児
及
び
高
校
生
等
の
医
療
費
助
成

や
自
転
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
補
助
、

道
路
の
維
持
補
修
や
樹
木
管
理
の
経

費
が
増
額
さ
れ
た
。
都
人
事
委
員
会

勧
告
等
を
踏
ま
え
た
職
員
人
件
費
の

増
は
処
遇
改
善
に
つ
な
が
り
、
議
員

人
件
費
の
増
も
適
切
と
認
識
。

反　

対
＝
れ
い
わ
新
選
組
調
布

　
本
議
案
に
は
議
員
の
期
末
手
当
引

上
げ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
市
民
生
活

や
経
済
活
動
が
大
き
な
影
響
を
受
け

続
け
て
い
る
中
で
議
員
の
期
末
手
当

を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、
市
民
の
理

解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
認
め

ら
れ
な
い
。
本
議
案
に
は
お
お
む
ね

賛
成
だ
が
議
員
の
期
末
手
当
の
部
分

に
つ
い
て
認
め
ら
れ
な
い
た
め
反
対
。

賛　

成
＝
公
明
党

　
保
育
所
施
設
等
に
対
す
る
物
価
高

騰
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
保
育
サ

―
ビ
ス
の
維
持
が
図
ら
れ
て
い
る
。

議
員
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
社
会
全

体
の
経
済
情
勢
や
物
価
上
昇
な
ど
の

影
響
を
踏
ま
え
る
と
妥
当
な
措
置
。

い
ず
れ
の
内
容
も
、
円
滑
な
事
務
事

業
の
執
行
の
た
め
に
必
要
な
予
算
措

置
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
。

賛　

成
＝
日
本
共
産
党

　
子
ど
も
の
医
療
費
助
成
の
増
額
、

保
育
施
設
へ
の
支
援
金
、
安
全
確
保

の
た
め
の
公
園
・
緑
地
の
維
持
管
理

費
、
職
員
の
人
件
費
な
ど
、
い
ず
れ

も
時
宜
に
か
な
っ
た
予
算
計
上
。
議

員
の
期
末
手
当
引
上
げ
は
賛
同
し
か

ね
る
が
、
全
体
と
し
て
は
市
民
生
活

支
援
、
職
員
の
労
働
条
件
の
改
善
に

資
す
る
予
算
で
あ
る
と
評
価
。

反　

対
＝
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
は

任
意
。
現
在
、
約
２
割
の
市
民
が
様

々
な
理
由
で
カ
ー
ド
を
取
得
し
な
い

こ
と
を
選
択
し
て
い
る
。
本
条
例
改

正
に
よ
り
、
カ
ー
ド
の
有
無
で
同
じ

サ
ー
ビ
ス
の
料
金
に
差
を
つ
け
、
市

民
を
差
別
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
市

民
の
自
由
な
意
思
を
尊
重
し
、
公
平

に
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
べ
き
。

賛　

成
＝
公
明
党

　
市
長
提
出
議
案
反
対
は
中
途
半
端

な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
議
員
報
酬
削

減
は
議
員
提
出
議
案
で
議
決
が
本
筋
。

調
布
市
議
会
は
コ
ロ
ナ
流
行
当
初
、

６
か
月
間
の
報
酬
10
％
カ
ッ
ト
と
政

務
活
動
費
辞
退
で
約
１
千
800
万
円
を

市
民
へ
の
財
源
と
し
た
。
他
議
会
で

は
な
か
っ
た
動
き
。
今
は
報
酬
等
の

遠
慮
で
は
な
く
仕
事
で
応
え
る
べ
き
。

反　

対
＝
れ
い
わ
新
選
組
調
布

　
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
度
重
な
る
物

価
高
騰
や
公
共
料
金
の
値
上
げ
な
ど
、

市
民
生
活
や
経
済
活
動
は
大
き
な
影

響
を
受
け
続
け
て
い
る
。
多
く
の
市

民
が
経
済
的
に
苦
し
い
生
活
状
況
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
議
員
の
期
末

手
当
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
、
到
底

市
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
、
反
対
。

賛　

成
＝
公
明
党

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
個
人
に

と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取

得
が
Ｄ
Ｘ
の
入
口
に
な
る
。
個
人
情

報
が
漏
れ
る
等
の
事
故
は
絶
対
に
起

こ
さ
な
い
よ
う
求
め
る
が
、
災
害
時

や
感
染
症
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
等
速
や
か

な
対
処
必
要
な
と
き
に
も
カ
ー
ド
取

得
は
重
要
。
利
便
性
考
え
た
コ
ン
ビ

ニ
交
付
、
推
進
は
大
変
有
効
。
賛
成
。

反　

対
＝
日
本
共
産
党

　
本
議
案
は
コ
ン
ビ
ニ
で
の
証
明
書

発
行
手
数
料
を
期
間
限
定
で
割
引
す

る
も
の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

取
得
促
進
が
目
的
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
任
意
で
あ
る
カ
ー
ド
の
過

度
な
促
進
は
看
過
で
き
な
い
。
そ
の

後
「
手
数
料
の
適
正
化
」
と
称
し
値

上
げ
の
可
能
性
も
あ
る
。
結
果
的
に

市
民
の
負
担
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
。

反　

対
＝
日
本
共
産
党

　
議
員
報
酬
額
は
５
年
の
特
別
職
報

酬
等
審
議
会
答
申
で
も
据
置
き
が
妥

当
と
の
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
５

年
度
と
比
べ
て
も
経
済
状
況
は
良
く

な
っ
て
い
る
と
言
え
な
い
。
生
活
が

苦
し
い
方
は
昨
年
よ
り
増
え
て
い
る

の
が
実
態
。
職
責
の
重
さ
を
理
由
に

議
員
の
期
末
手
当
を
引
き
上
げ
る
こ

と
は
到
底
市
民
理
解
を
得
ら
れ
な
い
。

反　

対
＝
日
本
共
産
党

　
利
用
率
少
な
く
発
行
コ
ス
ト
高
い

と
出
先
５
か
所
の
窓
口
証
明
書
発
行

業
務
を
７
年
12
月
末
に
終
了
。
全
市

民
対
象
の
窓
口
を
な
く
す
こ
と
は
市

の
仕
事
と
し
て
あ
り
得
な
い
。
マ
イ

ナ
カ
ー
ド
促
進
と
い
う
が
任
意
で
あ

り
義
務
で
は
な
い
。
カ
ー
ド
を
持
て

な
い
、
使
え
な
い
、
拒
否
し
た
市
民

を
市
が
意
図
的
に
外
す
こ
と
に
反
対
。

賛　

成
＝
チ
ャ
レ
ン
ジ
調
布

　
市
議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
支
給

割
合
は
、
一
般
職
職
員
と
同
様
に
社

会
情
勢
等
を
適
切
に
反
映
さ
せ
て
い

く
と
い
う
観
点
か
ら
、
引
上
げ
も
引

下
げ
も
こ
れ
ま
で
、
都
人
事
委
員
会

の
勧
告
内
容
を
踏
ま
え
た
割
合
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
度
の
改
正
も
、
勧

告
内
容
を
踏
ま
え
た
も
の
で
妥
当
と

判
断
し
、
賛
成
。

賛　

成
＝
チ
ャ
レ
ン
ジ
調
布

　
平
成
30
年
度
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
で
証

明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
、
郵

便
局
の
証
明
書
発
行
数
は
減
少
傾
向

で
、
コ
ス
ト
が
相
対
的
に
高
い
状
況
。

郵
便
局
で
の
発
行
窓
口
終
了
は
行
財

政
改
革
と
し
て
評
価
。
本
取
組
で
生

み
出
さ
れ
る
財
源
有
効
活
用
し
、
福

祉
的
視
点
を
忘
れ
ず
に
引
き
続
き
市

民
に
寄
り
添
っ
た
窓
口
改
革
を
要
望
。

反　

対
＝
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
市
議
会
議
員
報
酬
55
万
円
は
多
摩

26
市
で
３
番
目
に
高
く
、
５
年
12
月

の
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
で
は
据
置

き
が
妥
当
と
の
答
申
。
そ
の
後
も
消

費
者
物
価
指
数
は
更
に
上
昇
、
特
に

米
の
値
上
が
り
は
家
計
を
圧
迫
。
議

員
報
酬
は
税
金
か
ら
出
て
お
り
額
は

十
分
。
成
り
手
不
足
の
課
題
も
な
い
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
に
還
元
す
る
べ
き
。

賛　

成
＝
チ
ャ
レ
ン
ジ
調
布

　
市
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
率
は
６
年
10
月
末
時
点
で
８
割
を

超
え
、
利
活
用
の
フ
ェ
ー
ズ
に
進
ん

で
い
る
。
今
回
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の

期
間
限
定
割
引
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
利
用
促
進
に
つ
な
が
り
、

メ
リ
ッ
ト
を
実
感
で
き
る
契
機
と
な

る
。
Ｐ
Ｒ
に
努
め
る
と
と
も
に
不
慣

れ
な
方
へ
の
対
策
を
要
望
し
賛
成
。

賛　

成
＝
自
民
・
維
新
の
会

　
本
議
案
は
、
窓
口
の
混
雑
緩
和
や

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
更
な
る
取

得
促
進
に
も
資
す
る
も
の
で
あ
り
、

評
価
。
国
は
デ
ジ
タ
ル
社
会
へ
の
移

行
を
推
進
。
Ｄ
Ｘ
に
よ
る
業
務
効
率

化
は
必
須
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
社
会

の
基
盤
と
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
取
得
・
利
活
用
の
促
進
は
ま
す

ま
す
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
賛
成
。

第
84
号　

令
和
６
年
度

調
布
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

第
88
号　

調
布
市
税
賦
課
徴
収

条
例
及
び
調
布
市
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
91
号　

調
布
市
議
会
議
員
の
議

員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
99
号　

調
布
市
の
特
定
の

事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
郵
便
局

の
指
定
の
取
消
し
に
つ
い
て

文教委員会「豊かな芸術文化・スポーツ活動に関する様々なレガシーの次世代継承」について
常任委員会の所管事務調査報告

調布市若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援に関する条例について解説します
◎背景
　調布市の文化芸術活動及びスポーツ活動を未来へ継承し、多世代の交流の機会を増やし、共生社会の充実及び魅
力ある地域社会を継続して発展させるためには次代を担う若者の活躍が不可欠であり、若者の意見を反映する仕組
みや活動場所の充実等の環境整備をすることが必要となっています。これらを踏まえ、調布市は全ての若者の文化
芸術活動及びスポーツ活動を応援するため、この条例を制定しました。
◎課題
　近年、若者の文化芸術活動及びスポーツ活動への関心が高まっている一方、活動に関する情報が若者に届きにく
いことや練習場所及び発表の機会が不足していること等について課題があります。
条例の概要
１　定義
　若者とは、おおむね１６歳から２９歳までの市民をいいます。
２　基本理念
　若者の自主性が十分に尊重され、市民、地域団体及び市が相互に理解し、
協働することを基本理念とします。
３　市の責務
　市は、若者の文化芸術活動及びスポーツ活動に関し、以下の取組を行います。
ア　活動の啓発に努めます。
イ　計画策定等に当たっては若者の視点を取り入れるよう努めます。
ウ　活動の環境整備に努めます。
エ　活動に必要な財政上の措置等を講ずるよう努めます。

　この条例を制定するまでに様々な団体・学生・市の担当部署と意見交換会を行いました。また、パブリック・コ
メントを実施し、いただいた御意見等を踏まえつつ条例案の策定に当たりました。この条例の制定により、これま
で以上に若者が自主的に文化芸術活動及びスポーツ活動に取り組み、市議会としても若者の文化芸術活動及びスポ
ーツ活動の応援ができるよう、市と協力して取り組んで参ります。これまでに御意見をくださった皆様に感謝する
とともに、今後とも市議会活動に御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げます。

条例制定までの経過
※計14回の委員会及び委員会協議会を開催

５年６月 所管事務調査内容について協議を開始

　　９月
（第３回定例会）

所管事務調査事項「豊かな芸術文化・スポーツ活動に
関する様々なレガシーの次世代継承」を議決し、文教
委員会で調査・協議を開始

　　10月 執行部・若者団体と意見交換

　　11月 大分県大分市へ行政視察
テーマ「大分市若者応援条例について」

６年４月 若者団体と意見交換
　　５月 学校関係者と意見交換
　　７月 高校生・大学生等と意見交換
　　９～10月 パブリック・コメントを実施

　　11月 パブリック・コメントの意見に対する議会の考え方及
び条例案について文教委員会で決定

　　12月
（第４回定例会）

「委員会提出議案第１号　調布市若者の文化芸術活動
及びスポーツ活動の応援に関する条例」として定例会
に提出。最終日に満場一致で可決

用語解説

所管事務調査ってなに？
　所管事務調査とは、市から提
案された予算案や条例案などの
議案を審査するのとは異なり、
政策条例の立案や市への政策提
言などの政策形成等を目的に、
常任委員会が自主的に所管する
事務について行う調査です。

おわりに


